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議案第27号 説明資料 

幕別町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町後期高齢者医療に関する条例 

（平成20年３月21日 条例第21号） 

 

第１条及び第２条   略 

 

（保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。 

⑴   略 

 ⑵ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」と

いう。）第55条第１項又は第２項の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、これらの規定の適用を受けるに至った際町内に住所を有していたもの 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第９条   略 

○幕別町後期高齢者医療に関する条例 

（平成20年３月21日 条例第21号） 

 

第１条及び第２条   略 

 

（保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。 

⑴   略 

 ⑵ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」と

いう。）第55条第１項（法第55条の２第２項において準用する場合を含

む。）又は第２項（法第55条の２第２項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける被保険者であって、これらの規定の適用を受けるに

至った際町内に住所を有していたもの 

 ⑶ 法第55条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第116条の２第１項及び第２項の規定の適

用を受け、これらの規定により町に住所を有するものとみなされた国民健

康保険の被保険者であった被保険者 

 

第４条～第９条   略 
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幕別町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の概要 

「法律」…………………高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号） 

「法律施行令」…………高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号） 

「条例」…………………幕別町後期高齢者医療に関する条例（平成20年条例第21号） 
 

改正項目 関係条項 改正の内容 適用年月日 摘要 

後期高齢者医療制度

加入時の住所地特例

の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律第55条の２ 

法律施行令第５条の２ 

条例第３条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住所地特例） 

  国民健康保険制度又は後期高齢者医療制度においては、原則、住所地の市町村又は都道府県の後期高齢者医療広域連合

の被保険者となるが、被保険者が医療機関へ入院又は施設への入所等によって、他市町村又は他の都道府県に住所を異動

した場合は、異動前の住所地の市町村又は都道府県の後期高齢者医療広域連合の被保険者として継続する特例措置。 

 

（改正の内容） 

  現行の住所地特例の取扱いでは、国民健康保険制度による住所地特例の適用を受けて従前の住所地市町村の被保険者と

なっている者が、後期高齢者医療制度に加入した場合、加入時の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となる。 

本改正後においては、国民健康保険制度による住所地特例の適用を受けて従前の住所地市町村の被保険者となっている

者が、後期高齢者医療制度へ加入した場合には、当該住所地特例の適用を引継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連

合の被保険者となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年４月１日

以降、新たに後期

高齢者医療の被保

険者となる者につ

いて適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<現 行> 

 施設入所     75歳到達 

住所地 北海道幕別町 Ａ県Ｂ市 Ａ県Ｂ市 

保険者 幕別町国民健康保険 
Ａ県後期高齢者 

医療広域連合 

 <改正後> 

 施設入所     75歳到達 

住所地 北海道幕別町 Ａ県Ｂ市 Ａ県Ｂ市 

保険者 幕別町国民健康保険 
北海道後期高齢者 

医療広域連合 

 


